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販売活動に必要な

登録の手続き
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• 初めてQSMへログインすると、まず販売活動のための登録が必要となります。
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販売活動に必要な登録の手続き

J・QSMにログイン
https://qsm.qoo10.jp/GMKT.INC.GSM.Web/Login.aspx

❶「出店者会員情報認証」はすでに登録済のため（完了）と表示されています。
よって、「販売者の必須情報」から登録を進めます。

❶

➋

➋クレジット会社への情報提出義務により販売者情報（簡単な会社情報）を入力します。

※(全角カナ)、(カタカナ)の欄はカタカナ、数字、特殊文字半角-()、半角スペースのみ可

※法人番号がない個人事業主の場合、チェックボックスにチェックを入れてください。

※満18歳未満の未成年者の場合、親権者による出品同意書（自由様式）および家族

関係証明書（住民票）の添付が必要です。

1. 販売者の必須情報の入力

どこからできますか？

❸入力が終わりましたら【登録して次へ】をクリックします。

❸

https://qsm.qoo10.jp/GMKT.INC.GSM.Web/Login.aspx
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2. ショップ情報の入力

❶ショップ名及びURLは【チェック】ボタンをクリックし使用可能かどうかを確認の上進めてください。

❶

3. 配送情報の入力

❶出荷地の住所を登録します。デフォルトでは登録した住所が記入されていますが、もし変更

する場合は【住所修正】から変更可能です。

➋入力が終わりましたら【登録して次へ】をクリックします。

➋

❶

❶

❸

❸入力が終わりましたら【登録して次へ】をクリックします。

➋ご利用の基本配送会社を選択後、【保存】ボタンをクリックしてください。

➋



Copyright (C) Qoo10 Japan All Rights Reserved.

ワンポイントアドバイス
書類をアップロード後、3営業日以内に受付が完了します。

4. 口座/精算情報の入力
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❶売上金の振込先口座情報を登録し、必要書類をアップロードします。

※ネットバンキングの場合、通帳の写しは銀行名、支店番号、入金者名 、口座番号の確認

が同時にできる銀行ホームページの口座情報画面のスクリーンショットを添付してください。

※事業者登録証について

法人の場合：履歴事項全部証明書（3ヶ月以内に発行されたものに限ります）

個人の場合：パスポート、運転免許証（表裏両面）、健康保険証の内どれか1つ

個人事業主の場合：個人事業の開設・廃業等届出書

❶

➋入力が終わりましたら【登録して次へ】をクリックします。

➋
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5. 出店審査
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• 精算承認後に出店審査が行われる予定でございます。（約７日）
審査完了後、販売が可能となります。

• 出店審査の進行状態はJ・QSM＞基本情報＞My情報の販売者の基本情報より確
認が可能です。

※審査理由について

割賦販売法の改正（2016年12月公布、2018年6月1日施行）を受けて、クレジッ

カード業界の自主規制として 「クレジットカード番号等の適切な管理及びクレジットカード

番号等取扱契約締結事業者による加盟店調査等に係る自主規制規則」が定められま

した。

同規則第14条（加盟店契約時の調査）及び第15条（加盟申込店の基本的な事

項）では、加盟申込店の詳細を調査することが必須と記載されています。

上記法規に基づき、Qoo10及び決済手段の提供会社より出店審査を並行進行いたし

ます。

ワンポイントアドバイス
出店審査進行中の場合でも、QSMメニューの利用や商品の登録は可能です。
但し、精算及び商品の販売はできません。

6. 書類提出が別途必要な商品

• お取り扱う商材によっては別途追加で書類提出をして頂かなければならない場合があります。

• 上記の商品をQoo10で販売する場合は、それぞれの商材を取り扱う上で必要な
各種免許証・許可証のコピーを提出しなければなりません。詳しくは、書類提出が別途必
要な商品についてのガイドをご参照ください。

• 医薬品
• 動物用医薬品
• コンタクトレンズ

• アルコール/酒類の全般
• 古物（アンティークを含む）
• ふぐ

• 治療管理医療機器

https://doc.image-qoo10.jp/sqm/JP/guide_syoruiteisyutu_JP.pdf

